
第 27巻第 1号より適用

利益相反確認票

　以下の項目について，相違がないことを確認してください。

1．	製薬会社からの助成を含め，いかなる形の資金助成（公的助成金を含む）であっても論文において謝辞として示して

ある。

2．	本論文投稿において利益相反と受け取られかねない商業的，経済的関わりは，投稿論文の「謝辞ならびに利益相反」

の項に明示してある。

3．	この投稿論文の研究に関して，いかなるスポンサーとも肯定的結果，否定的結果の発表を規制する契約を交わしてい

ないし，また，スポンサーの事前承諾なしに発表することを禁じる契約も交わしていない。

4．	この雑誌では利益相反に関しての公表が求められていることを，投稿規定を読んで理解し，そのようなポリシーが該

当する場合には投稿規定に従っている。

　詳細な経済協定の内容については公表する必要はなく，公表すべき利益相反の事実がない場合には，「利益相反なし」と

表示すること。


